
 

市民活動支援補助金 
平成 27 年度実施事業 

募集要項 
 

募集期間 平成 27年１月 13日(火)～２月 13日(金) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

逗子市 市民協働部 市民協働課 

〒249-0006  逗子市逗子 4－2－11 市民交流センター内 

電話 046－873-1111 内線 7824・7838  FAX 046－872-3003 

メール siminkyoudou@city.zushi.kanagawa.jp 

   ホームページ URL http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/simin/hojyokin.html 

 

説明会 
制度の内容や申請書の書き方等のアドバイスを行う説明会を開催い

たしますので、申請をお考えの方はぜひご参加ください。 
日時：平成 27年１月 21日（水） 19:00～20:30 

平成 27年１月 23日（金） 13:00～14:30 

平成 27年２月１日（日）  13:00～14:30 

場所：いずれも市民交流センター会議室 

その他：内容は全て同じですので、ご都合の良い回にご参加ください。各回前日

までにお申し込みください。 
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１．市民活動支援補助金とは 

 

市民活動を行う団体の公益的な活動に対し、団体を育てていくとともに、様々な地域課題

の解決を図ることを目的に市民活動支援補助金を交付します。 

 

２．補助対象事業の要件 

◆ 団体等が行う公益的・社会貢献的な市民活動（事業）であって、主たる活動が逗子市

内の活動であるもの又は活動の拠点が逗子市内にあるものです。 

ただし、次のいずれかに該当するものは、対象外とします。 

① 営利を目的としたもの 

② 特定の個人や団体のみが利益を受けるもの 

③ 政治、宗教、選挙活動に関わるもの 

④ その他公序良俗に反するもの 

 ◆ 平成 27年度中で、交付決定日以降に実施する事業 

 

３．申請者の要件 

市民活動団体、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、自治会・町内会、企業、大学、その他の

自主的に社会貢献活動を行う団体（当該活動により得た利益の分配を目的としないものに限

ります。）で、次の要件をすべて満たす団体とします。ただし、ステップ１については、団体

等の設立前でも申請することができます。 

なお、逗子市住民自治協議会の設立及び運営等の支援に関する要綱に基づく準備会及び協

議会は、申請することができません。 

① 構成員が３人以上であり、かつ、構成員の２分の１以上の者が市内に在住、在勤又 

は在学していること。 

② 同一の会計年度において、逗子市から同種の補助金等の交付を受けていないこと。 

③ 団体の活動が今後も継続する見込みがあること。 

④ 宗教活動又は政治活動を行うことを目的とした団体でないこと。 

⑤ 特定の公職（公職選挙法（昭和 25年法律第 100号）第３条に規定する公職をいう。以

下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し若しくはこれらに反対することを目的に活動する者でないこと。 

⑥ 暴力団でないこと、暴力団若しくは暴力団員の統制下にある団体でないこと。  

⑦ その他公序良俗に反する団体でないこと。 
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４．補助金の種類・補助金額 

 

申請できる補助金の種類及び補助金額等は、次の２種類です。 

ステップ１とステップ２を同時に申請することはできません。 

補助金 

の種類 
内容・目的 

補助金額 

（上限額） 
交付条件等 

ステップ１ 

市民活動を立ち上げ、又は

市民活動を軌道に乗せる

ために要する初期的経費

が対象です。 

50,000円 

◆団体の活動を軌道に乗せるため

に必要と判断される場合には、第二

年度に上限額の 1/2、第三年度に上

限額の 1/4までの補助金を交付し、

最大で３年間交付します。 

◆交付申請後に団体を設立する場

合には、交付年度内に設立すること

とし、補助金の請求は、団体設立後

でなければできません。 

ステップ２ 

団体等の活動を更に発展

させるために必要な経費

とし、事業実施に必要な経

費の２分の１以内の額を

対象とします。 

200,000円 

◆複数年実施することにより、さら

なる効果が期待できる場合には、最

大で３年間交付します。 

◆対象となる事業形態は下記のⒶ

～Ⓒとします。 

 

 

 

 

Ⓐ 新規に事業を企画し、実施する。 

Ⓑ 既に実施している事業を拡大、充実させ実施する。 

Ⓒ 既に実施している事業を継続して実施する。 

    この場合、公益性、社会貢献性を明確に打ち出すことができ、事業成果が期待でき 

ることを条件とし、当該事業の成果を高めるための周知等、間接的な部分を改善するもの。 

 

Ⓐ             Ⓑ            Ⓒ 

 

 

 

 

 

     H26    H27      H26   H27        H26   H27 

 

既

存 

既

存 

新

規 既

存 

 

既

存 

 

拡

充

等 

既

存 

 

既

存 

 

公益性・社会貢献性 

事業成果 

ステップ２対象事業のイメージ 



- 3 - 

 

５．対象経費 

 

 対象事業を実施するために直接必要となる経費です。 

費目 内容例 

①報償費 外部講師、指導者等への謝礼 

②旅費 外部講師、指導者等の旅費、研修旅費 

③需用費 

（食糧費を除く） 

消耗品費 事業実施にかかるもの 

チラシ等の用紙代、CD-ROM、DVD、材料費等 

印刷製本費 広報用ポスター、チラシ、ステッカー等 

資料のコピー代 

④役務費 切手、はがきなどの通信費 

⑤委託料 製本など 

⑥使用料・賃借料 会場借上げ、機材のレンタルなど 

⑦備品購入費 道具類（事業実施に直接必要なもの） 

⑧その他 特に必要と認める経費 

 ※人件費、事務所賃料など、団体の運営に係る経費は対象となりません。 

  ただし、ステップ１については、パソコンやプリンター等の備品費等、団体の運営に必 

要な経費も対象とします。 

 

６．応募方法 

 ⑴ 提出方法：持参又は郵送により市民協働課に提出してください。 

   ご提出いただいた応募書類は返却いたしません。 

逗子市 市民協働部 市民協働課 

〒249-0006  逗子市逗子 4－2－11 市民交流センター内 

電話 046－873-1111 内線 7824・7838  FAX 046－872-3003 

メール siminkyoudou@city.zushi.kanagawa.jp 

 ⑵ 提出する書類 

   ① 市民活動支援補助金交付（変更交付）申請書（第１号様式） 

② 事業計画書（第２号様式） 

③ 収支予算書（第３号様式） 

④ 団体等概要書（第４号様式） 

⑤ 団体等の名簿 

⑥ 規約、会則又は定款 

⑦ 提出書類等チェックリスト 

  ⇒すべての項目にチェックがついていることが条件となります。 

   ※ ①～④及び⑦の様式は、市のホームページからもダウンロードできます。 
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   ※ 受付時に過不足等がある場合には、修正、追加等をお願いする場合がありますの 

でご了承ください。 

   ※ ご提出された申請書類は⑤の団体等の名簿を除き情報公開請求の対象となります。 

 

 ⑶ 応募締め切り 

   平成 27年２月 13日（金） 当日消印有効  

 

 ⑷ この制度の実施は、平成 27年度予算の成立が前提となります。 

 

７．事前相談・サポート体制 

 

申請書類の作成に当たっては、市民協働課が相談等に応じますので、ご不明な点等があり

ましたらお問合せください。また、以下の日程で説明会・相談会を開催します。 

◆１月 21日（水） 19:00～20:30 

◆１月 23日（金） 13:00～14:30 

◆２月１日（日）  13:00～14:30    場所はいずれも市民交流センター会議室 

 

８．審査について 

 

① 補助金を申請された団体には、②の審査委員に対し申請内容の説明を公開プレゼンテー

ションにより行っていただきます。 

※公開プレゼンテーション 

   

 

 

 

・補助金の種類（ステップ１、ステップ２）ごとに実施します。 

  ・プレゼンテーションの時間は、応募件数に応じて決定します。 

  ・説明人数は３名以内とします。 

  ・質疑応答時間を設け、審査委員は、適宜、申請者から聞き取りを行います。 

  ・他の団体のプレゼンテーションを見ることは自由です。 

  ・プレゼンテーションの方法は自由とします。 

  ・公開で行いますので、ご自分たちの活動の PRの場としてもご活用ください。 

 

 

日時：平成 27年３月 15日（日）10時～ 

場所：市役所５階会議室 

（詳細は改めて通知いたします。） 
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② 申請書類及びプレゼンテーションを踏まえ、補助金交付団体を決定するため、第三者機 

関による審査を行います。 

※審査 

  ・逗子市市民活動推進システムに係る補助金等審査委員会 

    学識経験者４名、公募市民委員３名により構成 

  ・審査委員は、審査基準に基づき審査表に得点を記入します。 

  ・審査委員会は、プレゼンテーション終了後、直ちに別室において開催します。この会 

議は非公開です。 

  ・審査委員本人若しくは同居する者が所属している団体が応募した場合、当該審査委 

員は審査を辞退することとします。 

※ 集計方法 

   各審査委員の採点結果のうち、最高点と最低点を除外した合計点で順位を決定します。 

  同点となった場合には、審査委員会で協議し、決定します。 

※ 審査結果 

 審査結果は、申請団体に通知するとともにホームページ等で公表します。 

 

③審査委員会からの報告を受け、最終的に市長が補助金交付団体を決定します。  

 

 

９．審査基準 

 

① ステップ１ 

項目 内容 配点 

活動の趣旨 ・不特定多数の者の利益につながる活動であるか。 

・団体の設立や活動準備のための事業であるか。 

・団体活動の継続につながる事業であるか。 

・団体活動の普及・啓発のための事業であるか。 

10点 

(５点×２) 

継続性 ・組織的に継続して活動ができる体制が整っているか（役割、

担い手等） 

・適正な事業計画及び資金計画（自主財源の確保等）が作成

されているか 

・活動が持続し、定着する可能性は高いか。 

５点 

自立性 ・会費を徴収するなど、団体の自主的な財源を確保する計画

であるか。 

５点 

その他 ・趣旨や活動において、特に魅力を感じる部分がある １点加点 
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② ステップ２ 

項目 内容 配点 

事業の趣旨 

 

・団体の運営や自立強化のための事業であるか。 

・団体活動の継続につながる事業であるか。 

・団体活動の普及・啓発事業であるか。 

10点 

(５点×２) 

公益性・ 

地域性 

・市民ニーズや地域課題に沿ったものであるか。 

・地域資源が生かされているか。 

・事業目的が不特定多数の者の利益又は地域の利益につなが

る活動であるか。 

10点 

(５点×２) 

計画性・ 

実現可能性 

・事業内容、予算規模、スケジュール、実施体制等が実現可

能なものであるか。 

・関係機関・団体等との調整、協議がなされているか。 

５点 

継続性・ 

発展性 

・組織的に継続して活動ができる体制が整っているか（役割、

担い手等） 

・適正な事業計画及び資金計画（自主財源の確保等）が作成

されているか 

・活動が持続し、定着する可能性は高いか。 

・活動が年々充実させる計画であるか、活動が新しく展開さ

れる可能性があるか。 

５点 

団体の能力 ・事業を実施するためのノウハウ、情報、人材、事務能力等

を備えている団体であるか。 

５点 

先駆性、 

独創性 

・先駆的、モデル的な工夫やアイデアが盛り込まれ、新しい

視点からの取り組みであるか。 

５点 

その他 ・趣旨や活動において、特に魅力を感じる部分がある １点加点 

 

評価の基準 

評価 
非常に 

優れている 
優れている ふつう 

やや劣って

いる 
劣っている 

点数 ５ ４ ３ ２ １ 
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10．事業の流れ・スケジュール 

交付申請書の提出（募集期間） 

１月 13日（火）～２月 13日（日） 

受付・書類審査（市民協働課） 

公開プレゼンテーション・審査委員会 

３月 15日（日）（場所は市役所５階会議室） 

審査結果及び交付決定・不決定通知 

ホームページによる公開 

事業実施  H27年４月～H28年３月 

実績報告書の提出 

補助金の請求（事前交付もできます） 

実施報告会の開催（公開） 

事業の流れ・スケジュール 

◆市民協働課による申請書作成の

相談・サポート実施 

◆説明会の開催 

◆添付書類等の確認 

◆事業内容に関しての審査は行い

ません 

◆申請団体は、必ず参加してくださ

い 

◆決定後、速やかに郵送によりお知

らせします。 

◆事業内容によっては、市が後

援・協力を行います。 

◆事業実施にあたり、市が広報へ

の掲載やチラシ配布等のサポート

をします。 

◆領収書等を添付の上、所定の様式

で提出していただきます。 

手 続 き 内容など 
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11．社会参加・市民活動ポイント「Zen」の活用 

 

 別に募集する Zenについて、合わせて申請することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

【Zenとは？】 

 社会参加・市民活動ポイントの略称です。 

 一日一善の「善」、逗子（Zushi⇒Z）のお金（円⇒en）として、市内に広く流通 

することを期待して名付けています。 

 市民活動やボランティアなどへの参加意欲を高め、市内の活動が今以上に活発化

するよう、市民活動等の参加者にポイント“Zen”をプレゼントするシステムです！ 

 交付の対象となる事業は 

『不特定多数の市民を募集し、その参加により行われる市民活動やイベント、 

ボランティア活動』となっており、参加者やボランティアスタッフに配付でき 

ます。 

 ぜひ、ご活用ください！ 

市 

補
助
事
業
実
施
団
体 

参
加
者
・
ボ
ラ
ン 

テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ 

補助事業の実施 

交付対象事業として 

ポイント交付 

参加・協力 

ポイント配付 

 
１枚 100円の価値 
をもつ逗子のお金 
“Zen”は 
参加の証！ 
 

 


